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●対象者　町内に住所がある満４～５歳児

・５歳児（19 年４月２日～ 20 年４月１日生まれ）

・４歳児（20 年４月２日～ 21 年４月１日生まれ）

●募集定員

・猪苗代幼稚園 140 人　・千里幼稚園 105 人

・翁島幼稚園、吾妻幼稚園各 70 人

●保育料　月額 5,600 円

※保育料の他に保育用品代や教材費が必要です。

●預かり保育について

　25 年度の預かり保育を猪苗代幼稚園と千里幼稚園

　で実施します。希望する人は、預かり保育申込書に

　必要事項を記入の上。申し込んでください。通常保

幼 稚 園
　育料のほかに預かり保育料がかかります。

・預かり保育料　月額 5,000 円

・実施日

　①通常の保育が行われている日（月～金曜日）

　早朝　午前７時 30 分～８時 30 分

　通常の教育時間後　午後２時～６時

　②土曜日、春季休園日、夏季休園日、冬季休園日お

　よび学年末休園日　午前７時 30 分～午後６時

●受付期間　25 年１月８日（火）～ 31 日（木）

●申し込み方法　各幼稚園にある申込み用紙に必要事

　項を記入の上、必要書類を添付して希望する幼稚園

　に申し込んでください。

●対象者

　町内に住所があり、保護者及び同居の親族が次のい

　ずれかに該当するため、保育ができない場合。              

・常時働いている

・母親が出産の前後、病気、負傷、または心身に障害

がある

・長期にわたる疾病、または心身に障害がある同居の

親族を常時介護している

・火災、風水害、地震などによる家屋などの復旧にあ

たっている間

・その他、就学、父母の不在、求職中など

※保護者が求職中の場合、２か月間だけ入所できます。

２か月間で仕事が決まれば、延長可能です。決まらな

い場合は退所となります。

 ●募集定員

・猪苗代保育所　

　80 人（うち生後６ヶ月以上１歳未満児５人）

・中の沢保育所　

　35 人（うち生後６ヶ月以上１歳未満児３人）

※ 25 年４月１日現在

●保育料

　児童の年齢と保護者などの所得税と住民税の課税状

　況によって決定します。詳しい保育料については、

　申し込み時にお渡しする一覧表のとおりです（保育

保 育 所
料は改正される場合もあります）。

　※同一世帯から２人以上の児童が保育所、幼稚園ま

　たは認定こども園に入所している場合、減額措置が

　あります。また、満 18 歳に満たない児童が３人以

　上いる世帯で、年長順に数えて第３子以降の児童で

　年齢が３歳未満の児童が保育所に入所する場合につ

　いても減額措置があります。

●開所日　日曜日、祝祭日、年末年始を除く日

●保育時間　午前８時 30 分～午後５時 15 分

※通常時間での送迎が困難な場合は、午前７時 30　

分～午後６時。

●受付期間　25 年１月７日（月）～ 31 日（木）

●申し込み方法   各保育所にある申込み用紙に必要事

　項を記入の上、必要書類を添付して最寄りの保育所

　に申し込んでください。

●申し込みに必要な書類

①保育所入所申込書

② 24 年分源泉徴収票（年末調整済のもの、父母分）　

か 24 年分確定申告書の写し

③父母の在職証明書　④課税台帳閲覧同意書

※別途書類を提出してもらう場合があります。

●その他　定員超えなどで希望する保育所へ入所でき

　ない場合があります。第２、第３希望の保育所、こ

　ども園も記入してください。

 児  集 募 度  園 25  年

　
　さくらこども園は、幼稚園と保育所の良いところを生かしながら、両方の役割を果たすことができる認定こど
も園です。０歳児から２歳児までを乳児保育部門とし、対象となる乳幼児の基準は保育所と同じです。３歳児か
ら５歳児は幼児教育部門として運営します。町内に住所がある０歳児から５歳児であれば募集定員数の範囲内で
入園できます。

さくらこども園

●対象者　町内に住所がある０～５歳児

※ 25 年４月１日現在

●募集定員

・０歳児６人（生後６ヶ月以上１歳未満）

・１歳児 12 人　・２歳児 12 人

・３歳児～５歳児各 30 人

●保育料

①０～２歳児

　保護者などの所得税と住民税の課税状況によって決

　定します（保育所と同じ料金階層区分です。申し込

　み時に説明します）。

②３～５歳児　月額 5,600 円（幼稚園と同じ）

　※保育料のほかに保育用品代や教材費が必要です。

●保育時間

①０～２歳児…保育所と同じ

②３～５歳児…幼稚園と同じ

●休園日

①０～２歳児

　日曜日（第２・第４日曜日を除く）、祝日、年末年始、

　教育委員会が必要と認める日

②３～５歳児

　土・日曜日、春季・夏季・冬季休園日、および学年

　末休園日、教育委員会が必要と認める日

●長時間保育

・対象幼児　３～５歳児

・料金　月額 5,000 円

・実施日

　月～土曜日、第２・第４日曜日、春季・夏季・冬季

　休園日及び学年末休園日

　※日曜日（第２・第４日曜日除く）、祝日、年末年始、

　教育委員会が必要と認める日は実施しません。

・時間

①通常の保育が行われている日（月～金曜日）

　早朝　午前７時 30 分～８時 30 分

　通常の教育時間後　午後２時～６時

②土曜日、第２・第４日曜日、春季休園日、夏季休園

　日、冬季休園日及び学年末休園日

　 午前７時 30 分～午後６時

●給食の実施

　給食がありますので、給食費（１食あたり約 250 円）

　が必要です。

※０～２歳児までは保育料に含まれます。

●受付期間　25 年１月７日（月）～ 31 日（木）

●申し込み方法   こども園にある申込み用紙に必要事

　項を記入の上、必要書類を添付して申し込んでくだ

　さい。

問い合わせ
●保育所・幼稚園・こども園

　こども課こども園業務（さくらこども園内）

　☎（66）2127

※幼稚園の預かり保育についての問い合わせ

　猪苗代幼稚園　☎（62）3234

　千里幼稚園　☎（65）2291
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お
知
ら
せ

※
住
宅
用
地
に
対
す
る
課
税
標
準
の

特
例

 

住
宅
の
敷
地
の
用
に
供
さ
れ
て
い

る
土
地
で
、
そ
の
住
宅
を
維
持
し
、

又
は
そ
の
効
用
を
果
た
す
た
め
に
使

用
さ
れ
て
い
る
１
画
地
を
住
宅
用
地

と
い
い
ま
す
。
住
宅
用
地
に
つ
い
て

は
、
そ
の
税
負
担
を
特
に
軽
減
す
る

必
要
か
ら
、
そ
の
面
積
に
よ
っ
て
小

規
模
住
宅
用
地
と
一
般
住
宅
用
地
に

分
け
て
特
例
措
置
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

特
例
は
次
の
と
お
り
で
す
。

○
小
規
模
住
宅
用
地

　

住
宅
の
敷
地
で
住
宅
１
戸
に
つ
い

て
２
０
０
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
土

地
。
課
税
標
準
額
は
、
土
地
の
決
定

価
格
の
６
分
の
１
。

○
一
般
住
宅
用
地

　

住
宅
の
敷
地
で
住
宅
１
戸
に
つ
い

て
２
０
０
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
、

住
宅
の
総
床
面
積
の
10
倍
ま
で
の
土

地
。
課
税
標
準
額
は
、
土
地
の
決
定

価
格
の
３
分
の
１
。

※
10
倍
を
超
え
る
部
分
の
土
地
に
つ

い
て
は
、
住
宅
用
地
特
例
の
適
用
は

あ
り
ま
せ
ん
。

　

毎
年
４
月
に
送
付
す
る
納
税
通
知

書
、
課
税
資
産（
土
地
・
家
屋
）
明

細
書
を
確
認
の
上
、
必
ず
届
出
を
お

願
い
し
ま
す
。
な
お
、
登
記
に
つ
い

て
は
法
務
局
ま
た
は
司
法
書
士
、
土

地
家
屋
調
査
士
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先　

税
務
課　

賦
課
業
務

☎（
62
）２
１
１
３

・
奨
学
生
願
書
と
奨
学
生
推
薦
調
書

を
、
在
学
す
る
学
校
経
由
で
教
育
総

務
課
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

・
奨
学
生
願
書
に
は
、
連
帯
保
証
人

の
署
名
が
必
要
で
す
。

・
連
帯
保
証
人
は
、
本
人
の
父
、
母
、

兄
弟
ま
た
は
こ
れ
に
代
わ
る
人
で
、

奨
学
資
金
返
還
の
義
務
を
負
え
る
人

に
限
り
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

教
育
委
員
会　

教
育
総
務
課

☎（
62
）５
６
７
７

新
年
あ
い
さ
つ
交
歓
会
は

１
月
４
日
に
開
催
し
ま
す

　

年
頭
に
あ
た
り
、
さ
ら
な
る
町
政

進
展
を
誓
う
た
め「
新
年
あ
い
さ
つ

交
歓
会
」
を
開
催
し
ま
す（
ど
な
た

で
も
参
加
で
き
ま
す
）。

▼
開
催
日
時

　

１
月
４
日（
金
）

　

午
前
11
時
～
正
午

▼
開
催
場
所　

役
場
３
階  

正
庁

▼
会
費　

５
０
０
円

▼
問
い
合
わ
せ
先

総
務
課
秘
書
広
報
業
務

☎（
62
）２
１
１
１

地
籍
図
・
字
限
図
の
閲
覧

を
休
止
し
ま
す

　　

23
年
中
の
土
地
の
分
筆
や
合
筆
な

ど
の
土
地
異
動
分
を
修
正
す
る
た
め
、

次
の
期
間
は
地
籍
図
と
字
限
図
が
閲

覧
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

▼
休
止
期
間　

25
年
２
月
１
日（
金
）

～
３
月
22
日（
金
）

な
お
、
福
島
地
方
法
務
局
若
松
支
局

で
は
閲
覧
で
き
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

税
務
課　

賦
課
業
務

☎（
62
）２
１
１
３

家
屋
の
異
動
は
必
ず
届
出

し
て
く
だ
さ
い

　

家
屋
の
固
定
資
産
税
は
、
毎
年
１

月
１
日
現
在
の
家
屋
の
所
有
者
に
対

し
課
税
さ
れ
ま
す
。
家
屋
を
新
築
、

増
築
、
取
壊
し
、
所
有
者
変
更
な
ど

の
異
動
が
あ
っ
た
場
合
は
届
出
を
お

願
い
し
ま
す
。

▼
家
屋
を
取
壊
し
た
場
合　

　

取
壊
し
た
年
は
課
税
さ
れ
ま
す
が
、

届
出
に
よ
り
翌
年
か
ら
は
課
税
さ
れ

ま
せ
ん
。

○
登
記
が
遅
れ
る
場
合
ま
た
は
未
登

記
家
屋
の
場
合

　

取
壊
し
た
床
面
積
の
大
小
に
関
わ

ら
ず
町
税
務
課
ま
で
「
家
屋
異
動
申

告
書
」
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
後

ほ
ど
、
職
員
が
現
地
を
確
認
し
ま
す
。

○
登
記
さ
れ
て
い
る
家
屋
の
場
合

　

該
当
す
る
家
屋
の
所
在
地
を
管
轄

す
る
「
法
務
局
」
で
建
物
滅
失
登
記

を
行
な
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。
登
記

さ
れ
た
場
合
は
、
法
務
局
か
ら
町
へ

通
知
が
届
き
ま
す
の
で
、
町
へ
の
届

出
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

▼
家
屋
を
新
築
、
増
築
し
た
場
合　

　

完
成
し
た
年
の
翌
年
か
ら
課
税
さ

れ
ま
す
。
職
員
が
評
価
額
算
出
の
た

め
の
調
査
に
伺
い
ま
す
。
調
査
の
内

容
は
、
家
の
間
取
り
や
最
終
的
な
各

部
屋
の
仕
上
げ
な
ど
の
確
認
で
す
。

調
査
の
時
間
は
１
時
間
半
程
度
で
す
。

（
床
面
積
の
大
小
に
よ
り
異
な
り
ま

す
。）
基
本
的
に
は
職
員
が
文
書
や

電
話
な
ど
に
よ
り
調
査
の
日
程
な
ど

を
調
整
し
ま
す
が
、
連
絡
を
い
た
だ

け
れ
ば
随
時
調
査
に
伺
い
ま
す
。

▼
家
屋
の
所
有
者
が
変
っ
た
場
合　

　

届
出
に
よ
り
取
得
し
た
年
の
翌
年

か
ら
課
税
さ
れ
ま
す
。

○
登
記
が
遅
れ
る
場
合
ま
た
は
未
登

記
家
屋
の
場
合

　

相
続
や
売
買
な
ど
に
よ
り
所
有
者

が
変
更
に
な
っ
た
場
合
は
、
町
税
務

課
ま
で
「
家
屋
異
動
申
告
書
」
を
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。
新
た
な
所
有
者

を
確
認
し
た
う
え
で
、
翌
年
か
ら
課

税
し
ま
す
。

○
登
記
さ
れ
て
い
る
家
屋
の
場
合

　
「
法
務
局
」
で
所
有
権
移
転
登
記

を
行
な
う
と
、
法
務
局
か
ら
町
へ
通

知
が
届
き
ま
す
の
で
、
町
へ
の
届
出

は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

　

こ
れ
ら
の
異
動
に
つ
い
て
、
届
出

が
無
い
場
合
、
所
有
者
の
把
握
が
困

難
に
な
る
こ
と
で
課
税
に
影
響
す
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
家
屋
の

新
増
築
や
取
壊
し
は
、
住
宅
用
地
に

対
す
る
課
税
標
準
の
特
例
の
変
更

（
届
出
）が
必
要
に
な
り
ま
す
。

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接

種
助
成
は
１
月
31
日
ま
で

　

本
年
度
の
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防

接
種
の
助
成
対
象
期
間
は
、
１
月
31

日
ま
で
と
な
っ
て
い
ま
す
。
接
種
を

予
定
し
て
い
る
人
は
、
忘
れ
ず
に
接

種
し
て
く
だ
さ
い
。
期
間
を
過
ぎ
て

か
ら
の
接
種
は
、
す
べ
て
自
己
負
担

に
な
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ

い
。
償
還
払
い
の
請
求
期
限
は
、
３

月
31
日
ま
で
で
す
。
忘
れ
ず
に
手
続

き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

保
健
福
祉
課　

健
康
づ
く
り
業
務

☎（
62
）２
１
１
５

町
と
小
野
育
英
会
が
優
秀

な
奨
学
生
を
募
集
し
ま
す

　
町
と
小
野
育
英
会
で
は
、
25
年

度
の
奨
学
生
を
募
集
し
ま
す
。
対
象

者
は
、
町
内
に
住
所
が
あ
り
、
こ
の

４
月
か
ら
高
等
学
校
に
進
学
す
る
人

で
す
。

▼
奨
学
資
金
の
額

　

両
奨
学
資
金
と
も
月
額
１
万
円

▼
貸
与
期
間

　

25
年
４
月
～
28
年
３
月（
３
年
間
）

▼
願
書
提
出
期
限　

　

３
月
１
日（
金
）

▼
出
願
方
法

児童クラブ 開設場所 定員（程度）
猪苗代 猪苗代小学校敷地内 40 人

翁島 翁島地区コミセン 40 人
千里 千里地区コミセン 40 人

緑 月輪地区コミセン 40 人
長瀬 旧長瀬連絡所 40 人
吾妻 吾妻小学校内いこいのスペース 40 人

放課後や長期休業中の生活指導や余暇指導を集団で行

う児童クラブの 25 年度登録児童を募集します。

●対象児童

①町内小学校に在籍する１～６年生の児童

②留守家庭の児童

※希望者多数の場合は、１～３年生までの低学年児童

と通学区域に事情のある児童を優先とします。

●開設場所と定員

●開設時間
・月～金曜日　放課後～午後６時

・土曜日・長期休業中・振り替え休日（運動会など）　

午前８時～午後６時

●指導内容　生活指導、余暇指導

●経費

①負担金　月額 2,000 円※減免規定があります

②その他　教材費月額 1,000 円、傷害保険料年額 1,000

円程度、おやつ代金実費分

●受付期間　平成 25 年１月 10 日（木）～ 31 日（木）

●申込方法　利用申請書により各児童クラブまたは保

健福祉課へ申し込んでください。負担金は、利用申請

放課後児童クラブ登録児童募集

    ●問い合わせ先　保健福祉課　社会福祉業務  ☎（62）2115

児童クラブの 25 年度指導員を募集します。

●募集人員　指導員 20 名、補助指導員若干名

※補助指導員は指導員が休暇を取る場合の代替として

勤務します

●資格要件

心身ともに健康で、65 歳以下（25 年４月１日現在）

の次のいずれかに該当する人

①教諭、保育士の資格を有する人

②児童健全育成に熱意のある人

●勤務条件

①月曜から金曜の平日

午後１時から午後６時 15 分まで

②土曜日・長期休業中・振り替え休日（運動会など）

午前８時から午後 6 時 15 分まで

※日・祝日は休日です。

※勤務時間は変更することがあります。

●勤務内容　生活指導、余暇指導、クラブの庶務会計

●勤務場所　左表のとおり

●申込方法　町指定の履歴書に写真貼付のうえ、２月

13 日（水）まで、保健福祉課へ申し込んでください。

履歴書は保健福祉課に備え付けてあります。

放課後児童クラブ指導員募集

者の指定する口座からの引き落としとなります。初め

て登録する人は金融機関に口座振替依頼書を提出し、

引き落としの手続きをしてください。利用申請書と口

座振替依頼書は、各児童クラブ、保健福祉課、保育所、

幼稚園、こども園に備え付けてあります


